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退
職（
失
業
）等
に
よ
る
特
例
免
除

　

国
民
年
金
に
は
、
経
済
的
な
理
由
で
国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
る
こ

と
が
困
難
な
場
合
に
、
本
人
・
配
偶
者
・
世
帯
主
の
前
年
の
所
得
が
一

定
額
以
下
の
方
が
申
請
す
る
こ
と
で
、
保
険
料
の
納
付
が
免
除
さ
れ
る

制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
制
度
の
特
例
で
、
退
職
（
失
業
）
や
天
災
な
ど
が
原
因
で
、
所

得
が
無
く
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
国
民
年
金
保
険
料
が
納
付
で
き
な
い
方

は
、
こ
の
事
実
が
確
認
で
き
る
公
的
機
関
の
証
明
書
等
（
※
１
）
の
写

し
を
添
付
す
る
こ
と
で
、
前
年
所
得
が
一
定
額
以
上
で
あ
っ
て
も
免
除

の
対
象
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。（
配
偶
者
・
世
帯
主
に
一
定
額
以
上
の

所
得
が
あ
る
と
き
は
、
特
例
免
除
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
）

※
１�

「
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
」「
雇
用
保
険
被
保
険
者
離
職
票
」「
離
職
者

支
援
資
金
の
貸
付
決
定
通
知
」
な
ど

◎
免
除
申
請
は
、
住
民
課
で
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
申
請
の
際
に
は
公
的
機
関
の
証
明
書
の
ほ
か
に
次
の
も
の
を
お
持
ち

く
だ
さ
い
。

①
年
金
手
帳
ま
た
は
基
礎
年
金
番
号
の
わ
か
る
も
の

②
印
鑑

③
他
の
市
町
村
か
ら
転
入
さ
れ
た
方
は
、
前
年
の
所
得
を
証
明
す
る
も
の

　
（
所
得
証
明
書
）

◆
問
い
合
わ
せ
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金

前
納
報
奨
金
制
度
が
廃
止

　

平
成
22
年
度
か
ら
、
納
期
前
納
付
報
奨
金
（
前
納

報
奨
金
）
制
度
（
固
定
資
産
税
・
町
県
民
税
の
全
期

分
を
第
１
期
の
納
期
限
ま
で
に
一
括
し
て
納
付
し
た

場
合
に
交
付
）
が
廃
止
と
な
り
ま
す
。

　

こ
の
制
度
は
税
収
の
早
期
確
保
と
納
税
意
識
の
高

揚
な
ど
を
目
的
に
創
設
さ
れ
た
も
の
で
す
。
し
か
し

な
が
ら
、
み
な
さ
ま
の
ご
協
力
に
よ
り
、
こ
の
目
的

は
す
で
に
達
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
町
県
民
税
を

給
与
か
ら
差
し
引
い
て
い
る
方
に
は
適
用
さ
れ
な
い

な
ど
、
公
平
性
を
欠
く
と
の
こ
と
か
ら
廃
止
す
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

　

廃
止
に
よ
る
財
源
は
、
よ
り
多
く
の
町
民
の
み
な

さ
ま
へ
の
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
に
活
用
し
ま
す
の
で
、

今
後
も
納
期
内
納
付
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

◎
全
期
前
納
す
る
方
へ

　

こ
れ
ま
で
と
同
様
に
、
納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替
に
よ

る
全
期
前
納
（
一
括
納
付
）
は
で
き
ま
す
。

◎
全
期
前
納
に
よ
る
口
座
振
替
を
利
用
さ
れ
て
い
る
方
へ

　
「
全
期
前
納
（
一
括
納
付
）」
か
ら
「
期
別
納
付
」
へ
の

変
更
を
ご
希
望
の
方
は
、
税
務
課
窓
口
で
受
付
け
て
い
ま

す
。
３
月
31
日
ま
で
に
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

◆
問
い
合
わ
せ

　

税
務
課
収
税
班　

☎（
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１
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平
成
21
年
度
　

財
政
援
助
団
体
に
係
る
監
査
の
結
果

　

地
方
自
治
法
第
１
９
９
条
第
７
項
に
基
づ
き
社

団
法
人
横
芝
光
町
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
の
監

査
を
実
施
し
ま
し
た
の
で
、
同
条
第
９
項
の
規
定

に
よ
り
そ
の
結
果
を
公
表
し
ま
す
。

　

監
査
は
、
平
成
20
年
度
の
同
セ
ン
タ
ー
に
対
す

る
補
助
金
に
係
る
出
納
や
事
務
の
執
行
に
つ
い
て

事
前
に
資
料
の
提
出
を
受
け
、
11
月
16
日
に
関
係

者
に
説
明
を
求
め
実
施
し
ま
し
た
。

　

監
査
の
結
果
、
町
が
支
出
し
た
補
助
金
の
出
納
そ

の
他
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
適
正
に
執
行
さ
れ
て

い
る
も
の
と
認
め
ら
れ
ま
し
た
が
、
財
政
運
営
資

金
積
立
金
の
計
画
的
な
運
用
と
、
自
主
財
源
の
確

保
と
事
業
の
効
率
化
に
努
め
、
自
主
・
自
立
に
向

け
た
運
営
に
取
り
組
む
よ
う
要
望
い
た
し
ま
し
た
。

平
成
22
年
３
月

　

町
監
査
委
員　

大　

木　

國　

臣

　

町
監
査
委
員　

川　

島　

勝　

美


